
 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県地域防災計画（原子力災害対策編） 

 新旧対照表（案） 
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原子力災害対策編 第２章 災害予防計画 
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4-2-2 

第 1節 防災知識普及計画 

 

第 2 防災知識の普及 

 

1・2 ［略］ 

 

3 住民等に対する防災知識の普及 

 ○ ［略］ 

 ○ 防災知識の普及活動は、次の事項に重点を

置いて実施する。 

ア～オ ［略］ 

  カ 平常時における心得 

   ①～③ ［略］ 

   ④ 防災訓練等へ、積極的に参加する。 

   ⑤・⑥ ［略］ 

  キ・ク ［略］ 

 ○ ［略］ 

第 1節 防災知識普及計画 

 

第 2 防災知識の普及 

 

1・2 ［略］ 

 

3 住民等に対する防災知識の普及 

 ○ ［略］ 

 ○ 防災知識の普及活動は、次の事項に重点を

置いて実施する。 

ア～オ ［略］ 

  カ 平常時における心得 

   ①～③ ［略］ 

   ④ 防災訓練等へ積極的に参加する。 

   ⑤・⑥ ［略］ 

  キ・ク ［略］ 

 ○ ［略］ 

 

4・5 ［略］ 

 

4・5 ［略］ 

修正 

理由 

○ 所要の整備をするもの 
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第 4節 モニタリング計画 

 

第 3 平常時モニタリング計画 

1 ［略］ 

 

2 モニタリング結果の公表 

 ○ 県は、モニタリングの結果を、県ホームペ

ージへの掲示や報道機関への情報提供など

により、速やかに公表するとともに、市町村

その他の関係機関に情報を提供する。 

〔県本部の担当〕 

第 4節 モニタリング計画 

 

第 3 平常時モニタリング計画 

1 ［略］ 

 

2 モニタリング結果の公表 

 ○ 県は、モニタリングの結果を、県ホームペ

ージへの掲示や報道機関への情報提供など

により、速やかに公表するとともに、市町村

その他の関係機関に情報を提供する。 

〔県本部の担当〕 

 部 課等 出先機

関 

担当業

務 

  部 課等 出先機

関 

担当業

務 

 

 ［略］  ［略］ 

農林水産

部 

 ［略］ 

流通課 

農業振興課 

農業普及技術課 

 ［略］ 

 ［略］ 農 林 水 産

部 

 ［略］ 

流通課 

 

農業普及技術課 

 ［略］ 

 ［略］ 

  

修正 

理由 

○ 農林水産物のモニタリングに係る担当課から農業振興課を削除するもの 
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4-3-13 

 

4-3-14 

 

 

 

 

 

 

第 4節 住民等への情報提供・広報広聴計画 

 

第 3 広報広聴 

 

1 実施機関（責任者） 

第 4節 住民等への情報提供・広報広聴計画 

 

第 3 広報広聴 

 

1 実施機関（責任者） 

 実施機関 広聴広報活動の内容   実施機関 広聴広報活動の内容  

 ［略］  ［略］ 

 東北地方整備局 

（岩手河川国道事

務所） 

 ［略］  東北地方整備局 

（岩手河川国道事

務所） 

（三陸国道事務所） 

（北上川ダム統合管

理事務所） 

 ［略］ 

  ［略］   ［略］ 

 

2 ［略］ 

  

2 ［略］ 

修正 

理由 

○ 所要の整備をするもの 
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第 5節 緊急時モニタリング計画 

 

第 2 実施要領 

1 ［略］ 

 

2 農林水産物等のモニタリング 

 ○ ［略］ 

 ○ 県は、モニタリングの結果を、市町村その

他の関係機関に情報を提供するとともに、県

ホームページへの掲示や報道機関への情報

提供などにより、速やかに公表する。 

〔県本部の担当〕 

第 5節 緊急時モニタリング計画 

 

第 2 実施要領 

1 ［略］ 

 

2 農林水産物等のモニタリング 

 ○ ［略］ 

 ○ 県は、モニタリングの結果を、市町村その

他の関係機関に情報を提供するとともに、県

ホームページへの掲示や報道機関への情報

提供などにより、速やかに公表する。 

〔県本部の担当〕 

 部 課等 地方支

部班 

担当業

務 

  部 課等 出先機

関 

担当業

務 

 

 ［略］  ［略］ 

農林水産

部 

 ［略］ 

流通課 

農業振興課 

農業普及技術課 

 ［略］ 

 ［略］ 農 林 水 産

部 

 ［略］ 

流通課 

 

農業普及技術課 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］   ［略］ 

 

3・4 ［略］ 

 

3・4 ［略］ 

修正 

理由 

○ 農林水産物等のモニタリングに係る担当課から農業振興課を削除するもの 
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